
○Ｈ１７（２００５） グレンイーグルス・サミット（英国） 
 日本政府の気候変動イニシアティブにおいて、「違法に伐採された木材は使用しない」とい
う基本的考え方に基づき、「グリーン購入法」を用い、政府調達の対象を合法性、持続可能
性が証明された木材とする措置を導入することを宣言。 

 

○Ｈ２８（２０１６） 伊勢志摩サミット 
 日本における違法伐採対策の強化を発信 

１．我が国の取組の経緯と海外の動き 

○Ｈ１８（２００６） 木材・木材製品の
合法性証明のためのガイドライン 

 （世界に先駆けて実施） 
○欧米における法律の制定 
（米）レイシー法（２００８） 
（欧）ＥＵ木材規則（２０１３）英、独、仏、伊など 
（豪）違法伐採禁止法（２０１４） 

合法伐採木材利用促進法 

ＥＵは日本に対し、違法伐採対策の 
法制化を働きかけ 

・ 対象を民間にも拡大 
・ 供給側のみならず需要 
   側も対象に 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
わが国は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方に基づき、これまで違法伐採対策に取り組んできました。具体的には、①　国内対策として、２００６年からグリーン購入法を活用し、合法性、持続可能性の証明された木材・木材製品を政府調達の対象とする措置を導入しました。それに伴い、林野庁は「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を策定しました。②また、二国間協力として、２００３年６月に署名された、日本とインドネシアの違法伐採対策に協力するための共同発表及び行動計画に基づき、インドネシアとの２国間協力を実施してきました。また、マレーシアなどその他の木材生産国等とも対話を行ってきました。さらに、新たな取り組みとして中国との協力が進みつつあります。③　その他、地域間の取組としては、２００２年に我が国とインドネシアとが提唱して立ち上げたアジア森林パートナーシップ（AFP）における、各国の取組などについての情報共有を実施しています。また、多国間協力としては、横浜に本部のあるITTO（国際熱帯木材機関）を通じて、合法木材・認証木材の普及・啓蒙、貿易データの不整合の分析・調査などの協力を実施してきました。現在は、違法伐採対策のための技術支援や人材育成等に関する協力を実施しています。　このような取組を通じて、違法伐採対策を進めてきました。



違法伐採 

２．違法伐採対策による地球温暖化防止への貢献 

地球温暖化 森林減少 

違法伐採の定義が各国法令に依存。違法伐採材の特定も困難。 

 
合法伐採木材等の流通・利用を促進 
 
 
 

調査（ＴＰＰ対策予算） 

事業者は合法性の入念な確認 
輸入を控える 

生産国における 
違法伐採の減少 

新法による対策 

違法伐採が地球温暖化に与える影響： 違法伐採の懸念のある国を含む途上国の森林減
少に由来する温室効果ガス排出量は、世界総排出量の約１割を占める。 

地球温暖化防止への貢献 

建設、紙、家具など川下の事業者も対象 
  → 登録により合法なものを使う「宣言」 

合法証明のないもの 
    証明の信頼性の低いもの 
    違法伐採の多発地域のもの 
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